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議第５８号 

 

令和８年度 安来市一般会計予算 
  

 令和８年度安来市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 28,520,000 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

（地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 

地方債」による。 

（一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、3,800,000 千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

                                     令和８年３月２日 提出 

 

 

                                                   安来市長  田 中 武 夫 
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第１表　　歳 入 歳 出 予 算

歳　　　　入 （単位：千円） 歳　　　　出 （単位：千円）

款 項 金　　　　　額 款 項 金　　　　　額

  1. 市税 ４，８９１，５００   1. 議会費 １８５，７８０

  1. 市民税 １，８６４，８００   1. 議会費 １８５，７８０

  2. 固定資産税 ２，６４９，４００   2. 総務費 ３，１０２，６３９

  3. 軽自動車税 １５８，４００   1. 総務管理費 ２，７１０，４４８

  4. 市たばこ税 ２１６，７００   2. 徴税費 ２０３，３６６

  5. 入湯税 ２，２００   3. 戸籍住民基本台帳費 １０４，８３４

  2. 地方譲与税 ２８１，２０１   4. 選挙費 ４３，２９２

  1. 地方揮発油譲与税 ４９，０００   5. 統計調査費 ２３，１９８

  2. 自動車重量譲与税 １８１，０００   6. 監査委員費 １７，５０１

  3. 地方道路譲与税 １   3. 民生費 ８，０６５，１１３

  4. 森林環境譲与税 ５１，２００   1. 社会福祉費 ４，４２７，０８９

  3. 利子割交付金 １１，５００   2. 児童福祉費 ３，２５３，９４４

  1. 利子割交付金 １１，５００   3. 生活保護費 ３８４，０８０

  4. 配当割交付金 ３１，０００   4. 衛生費 ２，６６８，２７６

  1. 配当割交付金 ３１，０００   1. 保健衛生費 １，８０４，２５８

  5. 株式等譲渡所得割交付金 ３８，０００   2. 清掃費 ８６４，０１８

  1. 株式等譲渡所得割交付金 ３８，０００   5. 労働費 １６２，３７０

  6. 法人事業税交付金 ９０，０００   1. 労働諸費 １６２，３７０

  1. 法人事業税交付金 ９０，０００   6. 農林水産業費 １，５３５，３５９

  7. 地方消費税交付金 １，０７１，０００   1. 農業費 １，４４４，１３４

  1. 地方消費税交付金 １，０７１，０００   2. 林業費 ７６，６９４

  8. 環境性能割交付金 ３，２００   3. 水産業費 １４，５３１

  1. 環境性能割交付金 ３，２００   7. 商工費 ９３２，７３４

  9. 地方特例交付金 ５８，６００   1. 商工費 ９３２，７３４

  1. 地方特例交付金 ５８，６００   8. 土木費 ３，２０５，１５４

 10. 地方交付税 １０，４１３，０００   1. 土木管理費 ６０，０６０

  1. 地方交付税 １０，４１３，０００   2. 道路橋りょう費 １，３８７，２５３

 11. 交通安全対策特別交付金 ３，５０４   3. 河川費 ５７，０４７

  1. 交通安全対策特別交付金 ３，５０４   4. 都市計画費 １２８，２３１

 12. 分担金及び負担金 ８５，８９１   5. 下水道費 ６４７，９８１

  1. 分担金 １４，７５５   6. 住宅費 ８４３，５４７

  2. 負担金 ７１，１３６   7. 用地管理費 ８１，０３５

 13. 使用料及び手数料 ３９３，５８７   9. 消防費 ９７８，４２７

  1. 使用料 ２７５，９４４   1. 消防費 ９７８，４２７

  2. 手数料 １１７，６４３  10. 教育費 ３，２５８，９２６

 14. 国庫支出金 ３，０４２，６７１   1. 教育総務費 ６５５，５２５
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（単位：千円） （単位：千円）

款 項 金　　　　　額 款 項 金　　　　　額

  1. 国庫負担金 １，４５７，５７９   2. 小学校費 ４６１，８３３

  2. 国庫補助金 １，５６９，８５１   3. 中学校費 ２９５，１００

  3. 委託金 １５，２４１   4. 幼稚園費 ５６，０９２

 15. 県支出金 ２，１５２，５３５   5. 社会教育費 ９３０，７１０

  1. 県負担金 ５３５，８９１   6. 保健体育費 ８５９，６６６

  2. 県補助金 １，５１９，１５５  11. 災害復旧費 ７７，０００

  3. 委託金 ９７，４８９   1. 農林水産業施設災害復旧費 ３９，０００

 16. 財産収入 １３，８７７   2. 公共土木施設災害復旧費 ３８，０００

  1. 財産運用収入 １３，８７５  12. 公債費 ３，６３８，８００

  2. 財産売払収入 ２   1. 公債費 ３，６３８，８００

 17. 寄附金 ６３９，００２  13. 諸支出金 ６８９，４２２

  1. 寄附金 ６３９，００２   1. 普通財産取得費 ６８９，４２２

 18. 繰入金 １，９２５，２１０  14. 予備費 ２０，０００

  1. 基金繰入金 １，８８６，８９２   1. 予備費 ２０，０００

  2. 特別会計繰入金 ３８，３１８ 歳               出               合               計 ２８，５２０，０００

 19. 繰越金 １

  1. 繰越金 １

 20. 諸収入 ６７１，６２１

  1. 延滞金・加算金及び過料 １，５０１

  2. 市預金利子 １

  3. 貸付金元利収入 １９１，３００

  4. 受託事業収入 ３８，３５５

  5. 雑入 ４４０，４６４

 21. 市債 ２，７０３，１００

  1. 市債 ２，７０３，１００

歳               入               合               計 ２８，５２０，０００
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事　　　項

安来市養護老人ホーム指定管理料

火葬場土砂災害対策事業

し尿処理施設包括的運営管理委託

広域生活ﾊﾞｽ運行業務委託

市営大塚団地整備事業
（第3期）

消防車両整備事業
（化学消防ポンプ自動車）

校務支援システム更新事業

広瀬小学校改修事業

新設中学校建設事業
（基本設計）

和鋼博物館空調改修事業

第２表　　債 務 負 担 行 為

（単位：千円）

期　　　間 限　度　額

令和９年度から
令和１０年度まで

5,390

令和９年度 230,000

令和９年度から
令和１２年度まで

440,000

令和８年度から
令和１１年度まで

823,622

令和９年度 390,000

令和８年度から
令和９年度まで

100,000

令和９年度 351,000

令和９年度から
令和１３年度まで

70,224

令和９年度 376,400

令和９年度 45,010
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限　度　額 利　率 償 還 の 方 法

高校魅力化推進事業 10,000

移動通信用鉄塔施設整備事業 50,000

情報通信施設等整備事業 80,000

デジタル活用推進事業 22,400

庁舎管理事業 1,800

老人福祉施設等整備事業 3,300

児童福祉施設等整備事業 45,500

保健衛生施設整備事業 10,100

火葬場整備事業 125,400

廃棄物処理施設整備事業 34,000

水道事業出資事業 46,400

学習訓練施設整備事業 1,200

県営農業農村整備事業 143,100

農業農村整備事業 1,600

観光施設等整備事業 30,600

地域交通対策事業 700

道路等整備事業 579,200

県道等改良事業 33,000

下水路整備事業 4,900

公園整備事業 3,100

公営住宅整備事業 501,800

河川整備事業 20,500

過疎地域持続的発展特別事業 219,400 普通貸借又は証券発行 年4.0％以内（ただし、
利率見直し方式で借り入
れる資金について、利率
の見直しを行った後にお
いては、当該見直し後の
利率）

政府資金については、その融資条件により、 銀
行その他の場合には、その債権者と協定する。
ただし、市財政の都合により、据置期間及び償
還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に
借換えることができる。

第３表　　地　方　債

（単位：千円）

起 債 の 目 的 起 債 の 方 法
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限　度　額 利　率 償 還 の 方 法起 債 の 目 的 起 債 の 方 法

消防施設整備事業 71,700

小学校施設整備事業 190,600

中学校施設整備事業 161,200

社会教育施設等整備事業 13,900

文化芸術施設等整備事業 137,700

体育施設整備事業 86,000

給食施設整備事業 42,900

災害復旧事業 31,100

計 2,703,100
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議第５９号 

 

令和８年度 安来市国民健康保険事業特別会計予算  

  

 令和８年度安来市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3,764,000 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、400,000 千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

(2) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

                                      令和８年３月２日 提出 

 

 

                                                   安来市長  田 中 武 夫 
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第１表　　歳 入 歳 出 予 算

歳　　　　入 （単位：千円） 歳　　　　出 （単位：千円）

款 項 金　　　　　額 款 項 金　　　　　額

  1. 国民健康保険税 ５９３，２９９   1. 総務費 １１２，８８５

  1. 国民健康保険税 ５９３，２９９   1. 総務管理費 ８７，０４６

  2. 使用料及び手数料 ２   2. 徴税費 ２５，６０８

  1. 手数料 ２   3. 運営協議会費 ２３１

  3. 国庫支出金 ３，８１１   2. 保険給付費 ２，７４２，９９１

  1. 国庫補助金 ３，８１１   1. 療養諸費 ２，３４６，４０８

  4. 県支出金 ２，８１３，６７８   2. 高額医療費 ３８８，３１７

  1. 県負担金・補助金 ２，８１３，６７８   3. 移送費 ５０

  5. 財産収入 ６０   4. 出産育児諸費 ６，００３

  1. 財産運用収入 ６０   5. 葬祭諸費 ２，２１３

  6. 繰入金 ３３８，７３５   3. 国民健康保険事業費納付金 ８３１，２５４

  1. 一般会計繰入金 ２９８，７３５   1. 医療給付費分 ５７８，１５３

  2. 基金繰入金 ４０，０００   2. 後期高齢者支援金等分 １８０，０３５

  7. 繰越金 １   3. 介護納付金分 ５６，６６７

  1. 繰越金 １   4. 子ども・子育て支援納付金分 １６，３９９

  8. 諸収入 １４，４１４   5. 保健事業費 ５３，７８６

  1. 雑入 １２，１１４   1. 特定健康診査等事業費 ３８，２６５

  2. 延滞金・加算金及び過料 ２，３００   2. 疾病予防費 １５，５２１

歳               入               合               計 ３，７６４，０００   6. 基金費 ６０

  1. 基金費 ６０

  7. 公債費 １，０００

  1. 公債費 １，０００

  8. 諸支出金 １４，０２４

  1. 償還金及び還付加算金 １４，０２４

  9. 予備費 ８，０００

  1. 予備費 ８，０００

歳               出               合               計 ３，７６４，０００
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議第６０号 

 

令和８年度 安来市後期高齢者医療事業特別会計予算 

  

 令和８年度安来市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,452,000 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000 千円と定める。 

 

                                     令和８年３月２日 提出 

 

 

                                                  安来市長  田 中 武 夫 
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第１表　　歳 入 歳 出 予 算

歳　　　　入 （単位：千円） 歳　　　　出 （単位：千円）

款 項 金　　　　　額 款 項 金　　　　　額

  1. 後期高齢者医療保険料 ６７１，０８６   1. 総務費 ５，７７５

  1. 後期高齢者医療保険料 ６７１，０８６   1. 総務管理費 ３，８２８

  2. 使用料及び手数料 ７   2. 徴収費 １，９４７

  1. 手数料 ７   2. 後期高齢者医療広域連合納付金 １，４４２，９５７

  3. 繰入金 ７７８，０３７   1. 後期高齢者医療広域連合負担金 １，４４２，９５７

  1. 一般会計繰入金 ７７８，０３７   3. 諸支出金 ２，８６８

  4. 繰越金 １   1. 償還金及び還付加算金 ２，８６７

  1. 繰越金 １   2. 繰出金費 １

  5. 諸収入 ２，８６９   4. 公債費 ３００

  1. 延滞金、加算金及び過料 １   1. 公債費 ３００

  2. 広域連合納付金 ２，８６７   5. 予備費 １００

  3. 雑入 １   1. 予備費 １００

歳               入               合               計 １，４５２，０００ 歳               出               合               計 １，４５２，０００
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議第６１号 

 

令和８年度 安来市介護保険事業特別会計予算 

  

 令和８年度安来市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5,150,000 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、300,000 千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

(2) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

                                      令和８年３月２日 提出 

 

 

                                                   安来市長  田 中 武 夫 
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第１表　　歳 入 歳 出 予 算

歳　　　　入 （単位：千円） 歳　　　　出 （単位：千円）

款 項 金　　　　　額 款 項 金　　　　　額

  1. 保険料 １，０１７，２５３   1. 総務費 ２２０，５４３

  1. 介護保険料 １，０１７，２５３   1. 総務管理費 １５７，８２９

  2. 使用料及び手数料 ３，００３   2. 徴税費 ６，１３６

  1. 手数料 ３，００３   3. 介護認定審査会費 ５３，１８３

  3. 国庫支出金 １，２３５，３７９   4. 計画策定委員会費 ３，３９５

  1. 国庫負担金 ８２３，９８９   2. 保険給付費 ４，６６８，１１３

  2. 国庫補助金 ４１１，３９０   1. 介護サービス等諸費 ４，２４５，６２９

  4. 支払基金交付金 １，３１４，３７４   2. 介護予防サービス等諸費 １７０，８８８

  1. 支払基金交付金 １，３１４，３７４   3. その他諸費 ５，６３７

  5. 県支出金 ７２５，２７２   4. 高額介護サービス等費 ９２，３９０

  1. 県負担金 ６９２，９５１   5. 高額医療合算介護サービス等費 １２，３４８

  2. 県補助金 ３２，３２０   6. 特定入所者介護サービス等費 １４０，６１７

  3. 財政安定化基金 １   7. 特別給付費 ６０４

  6. 財産収入 １，８９０   3. 地域支援事業費 ２４０，８７０

  1. 財産運用収入 １，８９０   1. 介護予防・生活支援サービス事業費 １５９，８１０

  7. 繰入金 ８５１，８４３   2. 一般介護予防事業費 ３５，２８８

  1. 一般会計繰入金 ８３１，５９６   3. 包括的支援事業・任意事業費 ４４，５８４

  2. 基金繰入金 ２０，２４７   4. その他諸費 ６８８

  8. 繰越金 ２   5. 高額総合事業サービス等費 ２００

  1. 繰越金 ２   6. 高額医療合算総合事業サービス等費 ３００

  9. 諸収入 ９８４   4. 保健福祉事業費 １５，３２０

  1. 延滞料・加算金及び過料 ３   1. 保健福祉事業費 １５，３２０

  2. 市預金利子 １   5. 諸支出金 ３，７８４

  3. 雑入 ９８０   1. 償還金及び還付加算金 １，８８５

歳               入               合               計 ５，１５０，０００   2. 延滞金 １

  3. 基金積立金 １，８９８

  6. 公債費 ３７０

  1. 公債費 ３７０

  7. 予備費 １，０００

  1. 予備費 １，０００

歳               出               合               計 ５，１５０，０００
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議第６２号 

 

令和８年度 安来市電気事業特別会計予算 

  

 令和８年度安来市の電気事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 92,000 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、10,000 千円と定める。 

 

                                      令和８年３月２日 提出 

 

 

                                                   安来市長  田 中 武 夫 
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第１表　　歳 入 歳 出 予 算

歳　　　　入 （単位：千円） 歳　　　　出 （単位：千円）

款 項 金　　　　　額 款 項 金　　　　　額

  1. 使用料及び手数料 １   1. 電気事業費 ２５，４３０

  1. 使用料 １   1. 水力発電事業費 ２５，４３０

  2. 財産収入 ７０   2. 公債費 ３６，０００

  1. 財産運用収入 ７０   1. 公債費 ３６，０００

  4. 繰越金 １   3. 諸支出金 ３０，０７０

  1. 繰越金 １   1. 普通財産取得費 ３０，０７０

  5. 諸収入 ９１，９２８   4. 予備費 ５００

  1. 収益事業収入 ７１，９１７   1. 予備費 ５００

  2. 雑入 ２０，０１１ 歳               出               合               計 ９２，０００

歳               入               合               計 ９２，０００
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議第６３号 

 

令和８年度 母里財産区特別会計予算  

  

 令和８年度安来市の母里財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 615 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

                                      令和８年３月２日 提出 

 

 

                                                   安来市長  田 中 武 夫 
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第１表　　歳 入 歳 出 予 算

歳　　　　入 （単位：千円） 歳　　　　出 （単位：千円）

款 項 金　　　　　額 款 項 金　　　　　額

  1. 財産収入 ９０   1. 総務費 ５９５

  1. 財産運用収入 ２７   1. 総務管理費 ５９５

  2. 財産売払収入 ６３   2. 予備費 ２０

  2. 繰越金 ５２４   1. 予備費 ２０

  1. 繰越金 ５２４ 歳               出               合               計 ６１５

  3. 諸収入 １

  1. 預金利子 １

歳               入               合               計 ６１５
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議第６４号 

 

令和８年度 井尻財産区特別会計予算 

  

 令和８年度安来市の井尻財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 250 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

                                     令和８年３月２日 提出 

 

 

                                                  安来市長  田 中 武 夫 
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第１表　　歳 入 歳 出 予 算

歳　　　　入 （単位：千円） 歳　　　　出 （単位：千円）

款 項 金　　　　　額 款 項 金　　　　　額

  1. 財産収入 ６２   1. 総務費 ２３０

  1. 財産運用収入 ６０   1. 総務管理費 ２３０

  2. 財産売払収入 ２   2. 予備費 ２０

  2. 繰入金 ３０   1. 予備費 ２０

  1. 繰入金 ３０ 歳               出               合               計 ２５０

  3. 繰越金 １５０

  1. 繰越金 １５０

  4. 諸収入 ８

  1. 預金利子 ２

  2. 雑入 ６

歳               入               合               計 ２５０
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議第６５号 

 

令和８年度 赤屋財産区特別会計予算 

  

 令和８年度安来市の赤屋財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 190 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

                                     令和８年３月２日 提出 

 

 

                                                  安来市長  田 中 武 夫 
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第１表　　歳 入 歳 出 予 算

歳　　　　入 （単位：千円） 歳　　　　出 （単位：千円）

款 項 金　　　　　額 款 項 金　　　　　額

  1. 財産収入 ３６   1. 総務費 １７０

  1. 財産運用収入 ２６   1. 総務管理費 １７０

  2. 財産売払収入 １０   2. 予備費 ２０

  2. 繰入金 ２０   1. 予備費 ２０

  1. 繰入金 ２０ 歳               出               合               計 １９０

  3. 繰越金 １３２

  1. 繰越金 １３２

  4. 諸収入 ２

  1. 預金利子 １

  2. 雑入 １

歳               入               合               計 １９０
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